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京田辺市こども計画の策定に係るパブリックコメント結果 
 

 

 

（１）案件名     京田辺市こども計画（案） 

（２）募集期間    令和６年１２月１８日（水）から令和７年１月１７日（金）まで 

（３）意見提出者   ７６名 

（４）意見の数    １２７件 

（５）意見への対応内訳 

対応区分 件数 

計画に追加又は修正するもの（追加・修正） ３件 

計画に趣旨を記載済みのもの（趣旨記載） １１件 

計画の実施段階で参考とするもの（参考） ８２件 

その他 ３１件 

合計 １２７件 

 
問い合わせ先  こども未来部こども未来政策推進室 

        電  話 0774-64-1350 

        Ｅメール mirai@city.kyotanabe.lg.jp 



（参考） 

〇提出日別提出者数と年代内訳 

提出日 
提出 

者数 

（提出者数の年代内訳） 記名

者数 
備 考 

小学 

１・２年 

小学 

３・４年 

小学 

５・６年 
中学生 高校生 

１９～ 

２９歳 
３０歳代 ４０歳代 ５０歳代 ６０歳代 ７０歳代 未回答 

１２月１８日（水） ２２  １  ２   ９ ８ １   １ ２ 
さくら連絡網ＬＩＮＥ配

信 

１２月１９日（木） ２        １ １      

１２月２２日（日） １        １       

１２月２６日（木） １       １        

１２月２９日（日） １       １        

１２月３０日（月） １       １        

 １月 ４日（土） １   １            

１月 ５日（日） １        １       

１月 ６日（月） １         １      

１月１０日（金） １       １      １  

１月１３日（月） ３       ２  １    １  

１月１５日（水） ２７   １   ２５  １     ５ メール提出１名 

１月１６日（木） ４       ２  ２      

１月１７日（金） １０    １   ２ ５ ２    ２  

計 ７６ ０ １ ２ ３ ０ ２５ １９ １７ ８ ０ ０ １ １１  



整理
番号

ご意見（原文のまま記載） 対応 ご意見に対する考え方

1
小学生の学童保育を充実させてほしい。放課後安心して過ごせる場を作ってほしい。留守家庭児童会
は要件が厳しく募集人数が足りなさすぎる。

趣旨記載
留守家庭児童会の充実につきましては、市としても課題として認識しており、今
回の計画でも重点事業として取り上げているところです。ニーズに応えられるよ
う、整備を進めてまいります。

3
新しい公園を作る前に中学校のグランドを広くするべき。こどもたちがのひのびと教育、部活動ができな
い。

参考
現在のところ、各中学校の運動場の面積は中学校設置基準を上回っておりま
すが、教育活動や部活動において必要がある場合には、周辺のグランド等を
利用できるよう調整しているところです。

4

こども、その親だけでなく老人にこども計画の事をしっかり伝えた方が良いと思う。老人会が子供会の予
算を横取りするので老人こそ子供を大切にする意識を持って欲しいと思います。親はほとんどの人が少
子化もあって子供の事を考えています。老人はもっと若い世代に遠慮して欲しいものです。老人は敬わ
れるべき、老人の権利、主張が厚かましくて辟易します。一部の人だけと信じたいですが、実際、一部の
老人は子供を苦々しく思っているようで危険性を感じています。
通学路を通るだけで家から出てきてうるさいと怒鳴る、前に子供が歩いていると舌打ちする、子供会のイ
ベントに混じり老人が景品をぶんどる、等。そんな老人から子供を守りたいですね、こども計画を知ったら
怒り出すかも知れませんが。
未来ある若者が邪魔される事なく成長して欲しいものです。

趣旨記載

本計画では、こども・若者が権利の主体であることの普及啓発事業や地域社会
全体でこどもを見守り、成長を支える事業などを計画し、それにより市民がつな
がり、地域社会全体の幸福につながることを目指しています。この計画に込め
た思いがすべての人に伝わるように周知に努めてまいります。

5
学校に行かない子どもたちが増えています。彼らの心理的問題や学習上の問題をどう解決するのでしょ
うか。彼らはより多くのケアと援助、そして人々や社会と接触するより多くの機会を必要としています。さら
に、安心して勉強できる場所と先生も必要です。

趣旨記載

児童・生徒の不登校については、教育支援センターを中心に学校・関係機関
との連携を図りながら、社会的自立、学校復帰を目指して、個別最適な学び、
多様な学びの場を確保するとともに相談事業を実施し、学校においても教員
のほかスクールカウンセラー、まなび・生活アドバイザー等による教育相談体制
の充実を図り、不登校支援に努めております。ご意見も参考に今後も支援に努
めてまいります。

6 少しずつ勉強して意見を出していきたいと思っています。 その他

まずは、計画を知っていただく一歩となったこと、また、フォームからご意見を入
力してくださったことをありがたく受け取っています。今後、こども・若者の意見
を聴く取組を検討してまいりますので、是非、ご参加いただければ嬉しく思いま
す。

1／25



整理
番号

ご意見（原文のまま記載） 対応 ご意見に対する考え方

7

学校給食を出来る限り地産地消のオーガニック給食にしてほしい。
今の野菜ではミネラルは全く摂取出来ていません。
日本人の体質に合わない牛乳をやめてほしい。
栄養士さん、もっと勉強してください。
なぜ、給食にパン、牛乳が導入されたのか、いつから導入されたのか、調べてみてください。
パンを減らし、お米本来の栄養がしっかり取れる金芽米(泉大津市をみてください)にすぐ変更してくださ
い。
食べる事は生きること。
食べた物で體は出来ます。
子供は日本の未来ですよ、今の教育、食べ物では明るい未来はありません。

参考

給食の食材については可能な限り地元産の食材を調達する中で進めていま
すが、オーガニック食材については、地元産では数量が確保できないところで
す。
　食材等については、いろいろなお考えがあることは承知しておりますが、学校
給食は大量調理となりますことから、オーガニック食材を給食として使用するた
めには、特定の日に大量の食材の安定した確保が必要であることや、学校給
食費の範囲で栄養基準を満たす食材の購入が可能であるかなど、現時点で
は多くの課題があるため、実施は困難であると認識しております。　
また、牛乳の飲用でありますが、本市が実施しています学校給食は、成長期に
ある児童生徒の心身の健全な発達のために、必要な各栄養素の基準を国が
設定し、栄養バランスのとれた給食として、学校給食法施行規則で主食、副
食、牛乳によるものと規定されている完全給食を提供しています。
　そのため、牛乳を含めた栄養価を算出し、児童生徒が必要な栄養が摂れる
ようバランス良く提供しておりますので、ご理解いただきますようお願いします。
給食の提供に当たっては、管理栄養士により必要なエネルギー量や栄養が確
保できるよう食材を選定し、献立を作成しています。今後も、こどもたちに美味
しいと喜ばれる給食を提供できるように努めてまいります。いただきましたご意
見につきましては、今後の参考にさせていただきます。

8

この少子化の時代の日本の宝、世界の宝だと思う子供達…とても良い取り組みだと思うのですが、政治
が変わらないと今の子供達が置かれている現状は変わらないと思います。まずは京田辺市　市長
京田辺市の教育委員会　税金をもっと公立小中高と使って下さい！子供の教育でいちばん近い先生の
質が昔より悪すぎます！終わってます。一生懸命やって下さってる先生方が可哀想です。
先生の業務過多の原因にもなる事務方なども、もっと税金を使って人を雇って下さい！本当にお願いし
ます！

参考

市立小中学校については、教職員の人件費は国・府負担となっておりますが、
毎年度、教材や施設の充実、教職員の指導力向上のための研修などを実施
するために必要な予算の確保に努めております。また、働き方改革の推進も含
め、共同学校事務室において学校事務の負担軽減、効率化を推進していると
ころです。今後も継続して必要な予算の確保と適切な執行に努めてまいりま
す。

9 負担が大きいのでPTAをなくしてもらいたい その他

ＰＴＡにつきましては、保護者と教員をつなぎ、こどものために学校だけではで
きない取組等を担っていただいている重要な組織と考えておりますが、時代と
ともにその役割の見直しも必要かと考えられます。過度の負担とならないよう保
護者の皆様とも検討してまいります。

10

子供貧困対策は良いとは思うが貧困という言葉を使うネーミングは良くないと思う。周りに知られたくない
子供が知られてそこからいじめや孤立に発展する可能性もある。学習支援はこれからの子供や未来のた
めには必要であるとは思うので、誰でも意欲ある子供達に差別なく受けさせられる環境があれば良いかと
思う。例に挙げると子供食堂に通いたくても、そこに通っていることが周りに知られたくなく、通いたくても
通わない子供達や家族は現実にいる。

参考

こども計画の記載では、国の法律「こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に
関する法律」から「貧困」という名称を使っておりますが、実際の学習支援事業
では、「スタサポ（スタディサポート）」「キララ教室」といったネーミングで学習支
援事業を実施しております。学習意欲があるものの、経済的な理由で学習が
困難なこどもが、学習支援事業からいじめや孤立につながるようなことのないよ
う、配慮して参りたいと考えております。

2／25



整理
番号

ご意見（原文のまま記載） 対応 ご意見に対する考え方

11 計画倒れにならないよう、具体的に何をどうするのかを明確にわかるようにしてほしい。 参考
こども計画では、第４章「施策の展開」から具体的に実施する事業を記載して
おりますが、それぞれの事業の詳細につきましては、根拠法令や部門別の計
画、実施要項等に基づき実施してまいります。

12

現時点で留守家庭児童会に入れず、子どもの下校先の段取り、１人で留守番をすることに奮闘していま
す。未来への計画ではなく、私たちにとっては今困っていることです。必要以上にお金をかけて自分で何
とかするしかない現状、子どもに負担を強いる現状、市役所ではすみませんしか言ってもらえない現状
を、もう少し考えてください。

趣旨記載
留守家庭児童会の充実につきましては、市としても課題として認識しており、今
回の計画でも重点事業として取り上げているところです。ニーズに応えられるよ
う、整備を進めてまいります。

13

井手やまぶき支援学校に通学する児童の留守家庭の利用を認める、もしくは支援学校と連携して場所を
提供しないと希望者が留守家庭に入れないと思う。放課後等デイサービスも預かり型はもう空きがなく、
来年度の新入生のお母さんが困っていた。八幡支援学校は久御山町と八幡市が委託して、日中一時支
援の場所を学校内に設置している。
何年支援学校に通学する生徒が増える中で、留守家庭も使えないのは困る

参考

本市留守家庭児童会は小学校内に設置しているため、来所における安心安
全の観点から、また、支援学校の児童の受入体制を整えるのは困難なため、
当該小学校に通学する児童以外の受入れは考えておりません。
いただきましたご意見につきましては、今後の参考とさせていただきます。

14
各小学校の近所に学童併設の児童館を作ってほしい。学校敷地内だと受け入れ人数が少なすぎる。
また、学童に登録していなくてもこの日だけ1時間預かってほしい、等に対応してほしい。下の子の通院、
仕事と学校の時間割の都合などでどうしても1時間程度預かってほしい場面が日頃たくさんある。

参考

今後、留守家庭児童会の整備を進めてまいります。児童館等を再編整備する
計画の中で、施設の整備や受入人数について検討してまいります。
なお、現在の留守家庭児童会は保護者の就労等により継続して保育すること
を前提としているため、一時預かりは考えておりません。

15 いいね その他
まずは、計画を知っていただく一歩となったこと、また、フォームからご意見を入
力してくださったことをありがたく思っています。今後、こども・若者の意見を聴く
取組を検討してまいりますので、是非、ご参加いただければ嬉しく思います。

3／25



整理
番号

ご意見（原文のまま記載） 対応 ご意見に対する考え方

16

保育園に入れるように子ども園を作ると書いてありますが、保育士の確保はできるのですか？保育士の
給料を上げたり、保育士が働きやすい環境作りはできますか？私も元保育士ですが、給料の安さなども
あり、職に戻ることは考えられていません。
また、出産についてですが、出産の際の費用も助成が上がりましたが、実際のところ病院の費用も同じよ
うに上がっていて、結局負担が変わっていないのが現状です。
月々の児童手当も助かりますが、子供を産んだらもっと得になるようなことがないと、子どもは増えないと
思います。

また、子どもの健康作り支援についてですが、給食や幼稚園などで牛乳が出ていますが、必要でしょう
か？色々な意見がありますが、私は健康のために不必要と考え、子どもにも飲ませていません。しかしな
がら、小学校では診断書がないとやめさせられないと言われました。せめて選択制や自由制にしてほし
いです。グルテンの体への影響があるため、パンが月2回に収まっているのは、許容範囲です。さらに米
粉のパンなどありましたら、とても嬉しいです。日本で作られた米を使うので、地産地消にもなると思いま
す。さらにヒノヒカリの米粉なら京田辺市の特産でもあるので良いと思います。
添加物や農薬の問題もありますので、子どもの健康を考えるのでしたら、こどもたちの小学校や幼稚園、
保育園の給食で添加物を使わない、オーガニックにするなどしてほしいです。子どもたちの未来を壊さな
いでください。

参考

参考

　ご意見にあるように、保育士の確保は課題となっており、潜在保育士の掘り起
こしなどに取り組んでいるところです。引き続き有効な方法について検討を加
え、取り組んでまいります。また、保育士の確保は本市に限らず全国的な課題
でもあることから、保育人材の育成・確保について国への要望活動も行ってい
るところです。併せて、出産に関して、妊産婦の経済的負担を軽減するため、
出産及び妊産婦医療に関する必要な支援を講じることを国に対して要望して
いるところです。
児童手当については制度の改正等に対応して円滑な支給に努めてまいりま
す。子育て支援に関して、市において新たな手当等の制度を設けることは難し
いところですが、子育て支援策の充実については、検討を続けてまいります。

　給食の食材等については、いろいろなお考えがあることは承知しております
が、学校給食は大量調理となりますことから、オーガニック食材を給食として使
用するためには、特定の日に大量の食材の安定した確保が必要であること
や、学校給食費の範囲で栄養基準を満たす食材の購入が可能であるかなど、
現時点では多くの課題があるため、実施は困難であると認識しております。　
また、牛乳の飲用でありますが、本市が実施しています学校給食は、成長期に
ある児童生徒の心身の健全な発達のために、必要な各栄養素の基準を国が
設定し、栄養バランスのとれた給食として学校給食法施行規則で主食、副食、
牛乳によるものと規定されている完全給食を提供しています。
　そのため、牛乳を含めた栄養価を算出し、児童生徒が必要な栄養が摂れる
ようバランス良く提供しておりますので、ご理解いただきますようお願いします。
　今後も、こどもたちに美味しいと喜ばれる給食を提供できるように努めてまい
ります。いただきましたご意見につきましては、今後の参考にさせていただきま
す。

17

子育て支援と書いてありますが、2人目、3人目の保育料の減免は保育園に在籍してる子だけで小学生
になれば、保育園にいる子が3人目であっても2人目、もしくは1人目になるというのは支援していただいて
いると言えますか？誰のためのなんのための減免制度でしょうか。0〜2歳の住民税非課税世帯の保育
料無料、生活に苦しいのは住民税非課税世帯だけではありません。預かる場所があっても預かってもらう
お金を払うために仕事をする、子供のために使うお金を稼ぐためではないという矛盾です。考えてくださ
い、小学生2人、保育園0〜2歳の3人目、子供3人いても保育園に行ってる子は1人目ですよね。お金が
かかるため働くのに、保育料は4万。他の市では3人目は3人目と無料な市もあります。何も考えず、京田
辺市に住んだこと、失敗だったと思ってます。近くの木津川市でよかったなぁと。子育てする世代へ優しく
ない市だと思います。今は新しく同志社山手など新しい地区があるため子供が増えますが、今後子供が
減ることは統計でもあるように明確です。子育て世帯に優しい支援とこのような計画を立てられるなら、もう
少し考えていただけると京田辺市に住む一つの魅力として確立されるのではと思います。

参考

きょうだいの年齢構成により、減免を受けていただけない場合があり、ご負担を
お掛けしております。この制度も含め、審査時の公平性の確保や予算等の兼
ね合いもございますが、減免制度の設計や制度の見直しの際には、対象の世
帯をどのように設定するか、十分な議論をして決定してまいりたいと考えており
ます。

4／25



整理
番号

ご意見（原文のまま記載） 対応 ご意見に対する考え方

18 小学生や中学生の不登校対策なども盛り込んでくださいね。 趣旨記載
不登校対策については、市としても課題として認識しており、本計画でも、ス
クールカウンセラーなどの専門職による相談体制の充実や学校と教育支援セ
ンターを中心に支援のネットワーク構築を進めることとしています。

19

①三山木幼稚園の教室以外が外にあるので、特に冬のトイレが吹きっ晒しになりとても寒い。子供がトイ
レを我慢する原因になっていて健康に良くない。家屋の見直しをしてほしい。
② 年少扶養控除を復活させて欲しい。
③ 子供が小さいうちは家で保育したり学校から帰宅した時に家にいてあげたいので、配偶者控除・扶養
控除・第3号被保険者などの制度はなくさないでほしい。核家族が増えている現在、家で子供を見られる
のは父親か母親がメインになる。子育てしやすい環境をこれ以上なくさないでほしい。
②と③に関しては市や府から国にどんどん意見をあげて欲しい。

①参考
②その他
③その他

①については、今後の施設設備の修繕計画の参考とさせていただきます。

②③については、国において児童手当の拡充に伴う税負担の在り方や配偶者
の収入と将来の年金額の確保の問題などを総合的に検討されているものです
が、国に対して、税制改正においては、所得税又は個人住民税における税額
等を活用している社会保障制度や教育等の給付や負担の水準に関して不利
益が生じないように配慮するよう要望活動を行っているところです。

20

・年度当初の待機児童ゼロとありますが、保留児は何人いるのでしょうか。（育休延長・特定園希望など保
留理由も年齢・地区別に公開しては。）年度当初に保留児も含めてゼロにすること、年度途中の待機児
童ゼロをめざすことをふくめて、具体的な数値を用いて計画に盛り込んでほしいです。
・様々な箇所で「目指す」「目指し」と記載されていますが、公文書として「めざす」「めざし」のほうが適切
ではないでしょうか。
・計画期間を「令和7年度～令和11年度」としていますが、子ども・子育て支援事業計画上、「令和9年度」
に中間見直しが求められています。その点明示しなくてよいのでしょうか。
・第2期計画の成果について記載がありますが、票か検証になっていません。成果目標の達成度などア
ウトカム設定が必要ではないでしょうか。
・今回の計画全体の評価指標が設定されていません。毎年子育て世帯等にアンケートを送付し、「子育
てへの満足度」「こどもの満足度」などを評価できるよう仕組み化してはどうでしょうか。

参考

参考

その他

参考

・保育所の受け入れについては、年度当初の待機児童ゼロは達成しておりま
すが、本市は転入等による人口増加が続いており、年度途中のゼロを達成す
るのは難しい状況です。入所等に関する各種の情報の提供については、今後
の検討課題と認識しております。今後も、可能な限り待機児童の解消に努めて
まいります。

・文章中の表記等については、国の文化審議会の「公用文作成の考え方（建
議）」などを参考に工夫いたしましたが、ご意見も参考に今後も分かりやすい文
章作成に努めてまいります。

・「子ども・子育て支援事業計画」の令和９年度の中間見直しの件は承知して
おりますが、本計画の参考としている国の「こどもまんなか実行計画」が年次ご
との見直しになるとも伺っており、現時点で計画の見直し時期を明記することが
難しかったことから、本計画で一体的に策定しました「子ども・子育て支援事業
計画」部分の中間見直しも含めて「必要に応じて」と表現したところです。

・ご意見をいただきました成果目標の設定については、事業内容が定性的で
定量的な目標設定が難しいものもありますが、事業の成果がより分かりやすく
なるよう検討の参考にさせていただきます。また、今回の計画策定に当たって
もアンケートを実施しておりましたが、アンケートに関するご意見については、
今後の質問項目等の設定の参考にさせていただきます。なお、令和４年度に
実施した「市民満足度調査」では、「子ども・子育て・就学前教育」については、
「満足」「おおむね満足」を合わせて６４.８％でした。今後も満足度の向上に努
めてまいります。
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21

まず、来年度の保育園、幼稚園希望した人全員が入れるようにするのがやるべきことじゃないんですか？
就活中ですが、預かり保育の予約すらとれない状況で仕事の面接ですらいけません。
保育園に入れない時点で就活や仕事に行くことも難しいと思います。
途中入所ですら現在の空き状況もわからない、役所の方に聞いても何も答えてくれない、こんな冷たい
市は京田辺ぐらいやと思っています。
子供と親の事思うならもっと毎月保育園の空き状況がわかるようにするとか認可保育園を増やすとかして
ほしいです。

もっと子育てが充実してる市がやってることを反映するとかしてほしいです。
子育て世代にはお米券配布するとかもあると思います。

参考

保育所の受け入れについては、年度当初の待機児童ゼロは達成しております
が、本市は転入等による人口増加が続いており、年度途中のゼロを達成する
のは難しい状況です。入所等に関する各種の情報の提供については、今後の
検討課題と認識しております。今後も、可能な限り待機児童の解消に努めてま
いります。
また、子育て支援の様々な方法等については、引き続き検討してまいります。

22
こども計画の対象がおおむね30歳までの子育てをする親となっているのが疑問です。晩婚化が進み、出
産年齢も上がっているので、子育て世代は40歳、場合によっては45歳位までが現実的だと感じます。

追加・修正

こども計画の対象となる「こども・若者」は、①生まれる前から概ね１８歳までのこ
ども、②概ね１８歳から概ね３０歳までの若者となっています。そして、こども計
画では、「こども・若者」に加えて、①と②の保護者を対象にして各種支援策な
どを計画していますが、ご意見を踏まえて、「計画の対象」の表現を分かりやす
く工夫します。

23

計画案を拝見し、非常に丁寧に作成されていて市としての思い入れを感じました。

市内で子育てをする中で感じていることをお伝えします。計画にも反映してほしいです。

・京田辺市は小学校以降の子どもの居場所(子どもだけで行くことができ安心して過ごせる場所)が少ない
と思います。
・京都市などに比べると、児童館が放課後の子どもの居場所として機能しているか疑問に感じているの
で、調査と必要な対応をしてほしいです。田辺小学校区は児童数は増えているが、児童館の設備や体
制は見合っていないと思う。中高生が過ごせる場所かも疑問です。
・計画内のアンケートで、「放課後に過ごさせたい場所」の項目があるが、児童館のポイントの低さを課題
視すべきでは。本来は児童館が子どもだけで行って安心して過ごせる場所であるべきだが、役割を果た
せていないのでやむを得ず自宅や習い事になっている側面があると思います。

・子ども同士で遊ぶ機会が少ないので、このまま成長して社会に出て大丈夫なのか、不安を覚えていま
す。子どもは子ども同士の関わりや遊びからたくさん学ぶと同時に、友達は大切な拠り所になります。そ
れが健やかな成長にもつながると思うので、児童館の事など施策にも取り入れてほしいと願い、ご意見さ
せていただきました。

参考

ご意見にある小学生以降のこどもの居場所づくりにつきましては、課題として認
識しており、こども計画には、学童期・青年期における○児童館等での遊びの
提供、○大住児童館リニューアルを取り上げております。いただいたご意見
は、今後の児童館等の再編整備計画・事業内容等を検討する際の参考として
まいります。
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24

留守家庭保育をもっと充実させて欲しい。下の子の保育園が決まったのに上の子の学童が入れないの
は問題外。就労証明を２枚出すのも面倒。担当の課を一緒にして１枚にして欲しい。学童でおやつを出
して欲しい。子どもがお腹を空かせてかわいそう。

子育て支援センターの施設を充実させて欲しい。八幡市のすくすくの杜や城陽市の文化パルクのプレイ
ルームのような施設を作って欲しい。

三山木小の児童が多すぎてグランドで十分に遊べなかったり体育を外でするのはかわいそう。田辺中も
グランドが狭くなりクラブ活動に支障が出ている。人数が多すぎていいことは何もなく教育活動に支障が
出ているので、早急に三山木小校区に新しい小学校と中学校を作るべき。

参考

参考

参考

今後、留守家庭児童会の施設整備や受入人数について検討してまいります。
就労証明書の統一が可能かどうかは、今後担当課間で検討してまいります。

留守家庭児童会におけるおやつの提供も含めたサービス向上については、民
間委託の導入も含めた中で検討してまいります。

また、地域子育て支援センターの充実につきましては、令和６年度から三山木
保育所内にあった施設を単独の施設として移転開所するとともに、市内の支援
センターのうち、松井山手を土曜日、三山木を日曜日オープンすることで、市
内の地域子育て支援センターのうちいずれかの施設が開所しているようにソフ
ト面で充実いたしました。また、令和８年度に予定しております大住児童館リ
ニューアルでも幅広い世代が使える施設を目指して取り組んでまいります。

ご意見をいただいたように三山木小学校や田辺中学校において生徒数に対し
て十分なスペースを確保できていない現状は課題として認識しております。で
きる限り、教育活動に影響がでないよう、活動の場を確保するよう努めてまいり
たいと考えております。新設校の設置につきましては、京田辺市学校教育審議
会の答申を踏まえ検討をしてまいります。

25

色々考えてられて良いと思うのですが、
もっとひとりひとりがそれぞれ周りの人達、ひとりひとりとリアルに目の前で助け合っていけるような地に足
のついた取り組みがこれからより大切で必要だと思います
そういったことを話し合って実行に移していけるサークルやコミュニティみたいなグループを作って少しず
つ実行に移していくことも良いのではと

参考

ご意見にあるように子育て支援の支え合いのネットワークが広がることが重要と
考えています。本計画でも「ファミリー・サポート・センター事業の推進」や「育児
サークルの支援」などを通じてネットワークづくりを支援してまいりますので、ご
理解とご協力をお願いします。

26

京田辺は3人兄弟や4人兄弟が普通にいる地域なのに、乳児・幼児・小学生が同じ場所で一緒に遊べる
が少なく遊び場に困ります。城陽市にある文化パルクのプレイルームまで遊びに行きますが、雨の日は
特に混雑していて大変です。制限の多い大住児童館が、子どもが行きたいと思える様な施設になる事を
期待しています。

参考
令和９年度にリニューアルオープンする大住児童館では、年齢による切れ目な
く、乳幼児～青年期までのこども・若者が安心して過ごせる場所にしていきた
いと計画しておりますので、その際にはご利用いただけると幸いです。

27
子育て中の身で、せっかくなら目を通して意見を送ろうと開いてみましたが、この量の資料を読む時間が
まずありません。概要版などあれば読みやすいと思いました。

参考

ご意見をいただいたように、計画書の全体版は、こども・若者関係の施策・事業
を幅広く盛り込んでいることに加えて、各種調査結果の報告や、現状なども記
載しているため、大部となっております。この中でも、こちらが特にお伝えしたい
内容を計画書（概要版）として、またできるだけやさしい表現を用いた（やさしい
版）として併せて公表させていただいく予定ですので、ご一読いただければ幸
いです。
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28

市立保育所での一時預かりを利用しています。ネット予約が出来るようになり便利さを感じつつも、予約
開始日すぐに予約枠が埋まりキャンセル待ちになることに不満を感じています。
現在の利用目的は緊急なので、3ヶ月前からの予約ができますが、リフレッシュ目的であれば平日の空き
がないのでキャンセル待ちに回る状況です。
気軽に預けられる状況でないことを知って頂き、管轄の課は早急に対応をしてもらいたいです。

参考

保育所での一時保育事業については、すべてのニーズに対応する施設と人
員体制を整えることが難しい状況から、キャンセル待ちが発生する状況がある
ことは認識いたしております。施設整備を含め、代替となる他の施策の検討な
ど進めてまいります。

29

令和8年度に小学校入学の子がいます。留守家庭児童会に申し込みしますが、預かり時間が保育所より
短くお迎えに間に合いません。（保育所19時、学童18時半）ファミサポを利用すると平日は学童＆ファミ
サポの両方の利用が必須で子供は一日で預かり場所が変わり心身ともに負担がかかることが目に見えて
います。開所時間の延長は直ぐにでも検討をお願いします。

趣旨記載
留守家庭児童会の充実につきましては、市としても課題として認識しており、今
回の計画でも、ニーズを踏まえて、施設整備や民間委託等の検討のほか、開
所時間の延長についても検討を進めることとしております。

30

読ませていただくと丁寧にいろいろなこと、いろいろなニーズを考慮されていると思いました。ただ実現で
きるかどうかは…？

ちなみにシュタイナー学校では子ども中心、将来も見据えた教育をされていると思うので、その考えを学
んで取り入れたり、学校を市からも盛り上げていくというのも良いと思います。大人の意識が変わってい
き、子どもたちも健やかに育つと思います。（うちはシュタイナー学校に通っていませんが。）

その他

参考

今回のこども計画は、「こどもまんなか社会」の実現を目指す国の取組に合わ
せて、市の取組をまとめたものですが、対象年齢が拡大されるなど、これまでの
計画より質、量とも大きくなっているところです。計画の実行に当たっては、全
庁的な推進体制の下、事業の実施、点検、評価、改善により着実に進めてま
いりますが、基本理念「みんなで子育て　こども☆キラキラ　京田辺」で表現して
いるとおり、この計画は、市民、関係機関、大学など地域の皆様のご理解、ご
協力がなくてはならないものです。皆様との連携、協力を進め、実現を図って
まいります。

「教育」については、いろいろな考えがあり、それを実践されている場があること
は承知しております。
京田辺市の教育は、学力とともにそれぞれの多様な個性や能力を伸ばし、確
かな見通しを持って主体的に生き抜く創造性あふれる心豊かな人づくりを、家
庭や地域、学校、行政が協働して目指しており、こどもを中心に、こどもの健や
かな成長、幸せな将来を見据えて取り組んでいるところです。その方向性につ
いては、それらの実践の場とも共通するものと考えます。今後も「京田辺市教
育振興基本計画」の着実な実施などにより教育の振興を図ってまいります。
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31

本計画のコンセプトの一つに健康を掲げてられますが、そもそも市内には小児医療の基幹になる公立病
院が存在しません。その役割は某医療法人が担い、それに期待されているかと思いますが、特に休日、
夜間の医療体制は脆弱です。特にこの年末年始に子どもが発熱した場合には、市内の休日医療で受け
入れしてもらえず、他市の病院を探し受診しました。教育環境のみならず、医療、福祉面なども含めて、
子育て世代が安心して市内で子どもたちを育てられる総合的な本物の環境づくりを望みます。
そうした基本理念を計画にも明確に盛り込んでもらい、また実現、実行に向けた財源、予算をセットで明
らかに示してください。よろしくお願いいたします。

その他

　医療提供体制等については、「京都府保健医療計画」に基づいていることか
ら、京都府に対してその充実について要請しております。そのほか小児救急電
話相談「#８０００」の周知、地域の小児科医・歯科医・薬剤師などの協力を得て
休日応急診療所の運営や児童の健康診断・健康づくりなどに取り組んでおり
ます。今後も引き続き医療体制の充実について京都府に要望するとともに、地
域の医療機関との連携を深め、環境づくりに努めてまいります。

32

保護者の就労状況で、就労を希望される理由を把握したい。また、就労者側から保育施設に望むことを
知りたい。希望状況により、支援体制のあり方も変わってくると思う。

働いていても子どもとの関わりを深め、いい子育てができるよう、学びの場を広げて欲しい。保健師さんか
らのアドバイスや講演会、イベント情報をホームページの目に触れやすいところに掲載して欲しい。

参考

参考

計画策定前のアンケート調査では、保護者の就労希望等、現在の暮らしの状
況、就学前施設で取り組んでほしいことなどの項目を設定し計画項目の参考と
しておりますが、ご意見についても今後のアンケート調査の質問項目等の設定
の参考とさせていただきます。

ご意見の子育てに関する学びの場については、子育て講演会の開催や家庭
教育に関する学習機会の充実などを取り組んでおりますが、専門家による相
談なども含めてさらに充実を図るよう取り組んでまいります。また、情報発信に
ついて、情報が届きやすいよう工夫してまいります。

33

こどもの健康づくりと支援心身を健やかに育む環境の充実についての意見です。
幼稚園でお弁当も始まり、小学校でも給食がありますが、そちらの内容についてです。今までの給食に
ついて、添加物や農薬についての記載はどこにもありませんが、子どもの健康への影響を考えると無添
加のものやオーガニックのものを使ってもらえるととても安心ですし、子どもへの健康を害しないかと思い
ます。また、小麦を使う頻度や米粉に置き換えるなどの配慮などあればとても安心いたします。我が子は
幼稚園から健康のために牛乳も飲まないようにしており、最近では牛乳が体にいいと確実に言える世の
中ではなくなっているのは確実です。しかし、給食では診断書を出さないと牛乳を出さないということはで
きないと言われ、何件も病院に問い合わせをしてようやく書いてもらあるところを見つけ、診断書を出して
牛乳もやめてもらいました。みんなに出さないでほしいと言うわけではなく、せめて自由に選べる環境にし
てほしいと思います。なぜ選べる自由がないのでしょうか。不思議です。
子どもの体を考えると家では無農薬のものを使ったり、添加物のないものを使っていますが、学校でどの
ようなものを食べているのかわからない、そして選べない。だからこそ、みんなに体に良いものを与えてほ
しいと思います。幼稚園のお弁当もぜひ失望させないでほしいです。

参考

給食の食材等については、いろいろなお考えがあることは承知しております
が、学校給食は大量調理となりますことから、オーガニック食材を給食として使
用するためには、特定の日に大量の食材の安定した確保が必要であること
や、学校給食費の範囲で栄養基準を満たす食材の購入が可能であるかなど、
現時点では多くの課題があるため、実施は困難であると認識しております。　
また、牛乳の飲用でありますが、本市が実施しています学校給食は、成長期に
ある児童生徒の心身の健全な発達のために、必要な各栄養素の基準を国が
設定し、栄養バランスのとれた給食として学校給食法施行規則で主食、副食、
牛乳によるものと規定されている完全給食を提供しています。
　そのため、牛乳を含めた栄養価を算出し、児童生徒が必要な栄養が摂れる
ようバランス良く提供しておりますので、ご理解いただきますようお願いします。
　今後も、こどもたちに美味しいと喜ばれる給食を提供できるように努めてまい
ります。また、令和７年度から実施予定の幼稚園でのお弁当給食についても、
同様に考えております。いただきましたご意見につきましては、今後の参考に
させていただきます。
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34

他の市町村のこども計画も拝読していますが、京田辺市のものは、こども大綱や市民のアンケートの集計に基づき、より具体的
に柔軟に作成されていると感じました。多大な時間と労力を使って、計画案を作っていただき感謝申し上げます。
また、こちらのフォームはこどもたちが記入できるものになっていて、その配慮に感動しました。
①プレコンセプションケアの促進、性教育について
重点事業になっているプレコンセプションケアの推進について、主担当に教育委員会「こども・学校サポート室」の追加を提案し
ます。
P103　実施事業Ⅰ⑴　学童期・思春期
「発達段階に応じた性に関する教育と現代的健康問題に対応する保健教育の充実」
　・児童生徒の実態と発達段階に応じた性に関する教育
「プレコンセプションケアの推進」
・男女を問わず、性や妊娠・出産等に関するプレコンセプションケアの目的・内容を広く周知し、健康支援を総合的に推進
p110 　実施事業Ⅰ⑶　学童期・思春期
「こどもの性被害の防止」
・こども性暴力防止法を基に「こども性暴力防止に向けた総合的な対策」を推進
上記の3点は重なる部分が多く、教育委員会主導で他の担当課と協力し、系統的に子どもたちが学べる機会を提供することが求
められると考えます。性教育はセンシティブな内容を含むため、教育委員会の理解と協力がなければ進めにくい部分もありま
す。
しかし、学校教育に求められる内容は多岐にわたり、教職員の皆様への負担も大きいため、対応可能な担当課と協議し、地域の
助産師を活用することで、円滑に事業を進めることができると考えます。
何卒、ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。
②子どもたちの心の課題へのアプローチの強化について
子ども子育て会議でも触れた通り、小中学生のアンケート調査において、心の問題を抱える子どもたちが多いという点が挙げさ
せていただきました。
最近話題となっているリストカットやオーバードーズは、特別な問題ではなく、京田辺市に住んでいる子どもたちにも現実に起
こっていることです。実際に、アンケート結果からも心の不調を訴える子どもたちが確認されました。
「こどもの生活調査　問12②『あなたの最近の心の調子を教えて下さい』」における結果は以下の通りです。
小学生：どちらかといえば悪い、悪いを合わせた「悪い」と回答した割合は、母子家庭で10.0%、ふたり親で8.8%
中学生：どちらかといえば悪い、悪いを合わせた「悪い」と回答した割合は、母子家庭で22.2%、ふたり親で12.5%
これらの結果から、子どもの心の健康を健全に保つことが、不登校や若年層の自殺予防に繋がることがわかります。
そのために必要な対策として、まずスクールカウンセラーの配置充実が求められます。学校の先生からは、カウンセラーが常駐し
ており、いつでも相談できる環境が子どもたちにとって安心感を与えると伺っています。また、スクールソーシャルワーカーの配置
強化も不可欠です。家庭環境の整備が、子どもたちの心の健康と密接に関わっていることは言うまでもありません。
今回の事業に関連して、以下の点を「実施強化」へと変更することをご検討いただければと思います。
P105 実施事業Ⅰ(2・4)、Ⅱ（2・4）教育相談体制の充実 ・スクールカウンセラーやまなび・生活アドバイザー等が連携して児童生
徒の支援を実施       何卒、よろしくお願い申し上げます。

追加・修正

追加・修正

①「プレコンセプションケアの推進」事業の主担当の担当課については、例示
していただいている各事業との関係性も強いと考えられますので、「こども・学
校サポート室」を追加します。

②これまでも不登校をはじめとする問題に対して、学校とスクールカウンセラー
等の専門家との連携を図り対応してきたところです。本市も近年のこどもたちを
取り巻く状況から、今後も継続していく必要があると認識しています。そういっ
たことから、ご意見も考慮して、事業名が「教育相談体制の充実」であることか
ら、事業概要の表現を合わせて「スクールカウンセラーやまなび・生活アドバイ
ザー等が連携して児童生徒の支援を実施」を「スクールカウンセラーやまなび・
生活アドバイザー等が連携して児童生徒の支援の充実」とします。

35

最近京都市山科区から引っ越してきたばかりですが京田辺市は子育てしやすい町だと感じます。人も時
間の流れも穏やかで居心地がとってもいいなと感じています。
もっとこうなったらいいなと思うことは薪学区に住んでいますが三山木や田辺中央と比べて公園や小さい
子向けの施設や公園、集まりが少ないことです。松井山手や三山木の支援センターに行っても薪の方と
出会ったことがなく、遠くから来られたんですねという反応をされることが多いです。てふてふもあります
が、薪にはそういった集まりや場所がありません。町全体も、新しくて綺麗な公園もなく、薪地区自体には
新興住宅が増えているのにバランスがいまいちだなと感じています。市内に住んでいた頃は0〜2歳でも
公立の幼稚園で毎週決まった曜日にクラブに参加することができたり、アットホームな児童館などもありま
した。薪幼稚園でもそういったクラブはありますが入園前の一年間だけ、しかも月１だけ、なんだかなとい
う感じです。薪にもそういった施設や集まり、サービスなど充実してほしいなと思います。

参考

今回の計画では、大住児童館のリニューアル事業を始め地域子育て支援拠点
の整備を進めることとしているほか、公園についてもこどもや子育て世代の視
点に立った再整備を進める計画をしております。ご意見については、今後の施
設整備等の参考とさせていただきます。
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36

このような取り組みを本当にありがとうございます。私の住んでいる同志社山手地区は京田辺市でも比較
的子供が多い地域ですが小学生が宿題をしたり集まる場所がないため、三山木駅前のミライロのような
施設があればとても安心になり住みやすくなります。また今後、中学校入学にあたり田辺中学校への自
転車通学が危険かつ時間がかかるため、通学バスの運行など検討いただけると嬉しいです。同志社山
手地区は交通面で不便のため、京田辺駅、松井山手方面へのバス運行、乗り合いバスの運行など実施
していただけると大変助かります。先日、自動運転の試運転がありましたが精華町のオンデマンドバスの
ように予約制で更に便利な乗り物を運行してもらえると本当に助かります。また小学生以上が遊べる施設
が近隣にないため、室内で遊べる施設が充実している福井県を参考に施設の開設を検討いただきたい
です。
京田辺市は進学校がなく良い高校も遠いですし商業施設や遊べる施設が充実しておらず、今のところ住
み続けるメリットが感じられず困っております。
どうか住みやすい街のために改善いただきたく何卒よろしくお願いいたします。

参考

今回の計画では、こどもたちが安心して遊べるよう大住児童館のリニューアル
事業を始め地域子育て支援拠点の整備を進めることとしているところですが、
各地域の課題を順次整理してまいります。ご意見にあります同志社山手地区
から田辺中学校や主要鉄道駅への路線バスの運行については、利用者の減
少による運賃収入の低下と深刻な運転士不足に直面する路線バス事業者から
は増便や新たな路線を設定することは困難と伺っております。また、オンデマ
ンドバスは、一般的に路線バスが撤退した地域に導入されるものです。本市で
も利用者の増加を図るため路線バス無料の日など様々な施策に取り組んでお
りますので、地域の公共交通を維持するためにも現状のダイヤと便数で積極
的にご利用いただきたいと考えております。
その他、施設に関するご意見については、今後の施設整備等の参考とさせて
いただきます。

38-1

こども基本法に基づいて、京田辺市のこども計画案を策定してくださり、日ごろから子育て世代へのサポートありがとうございま
す。３年前に関東の千葉県の流山市から引っ越してまいりました。流山市は今、日本で一番子育て人口の増加がある都市です
が、同じように京田辺市も非常に子供が育てやすいと感じています。また、高校生まで医療費の公的補助があるなど、市の支援
も子育てに関して手厚い政策を実施いただいていると思います。
小学校５年生の子供が松井ケ丘小学校に通っております。その親の目線にて普段感じていることを記載させていただきます。
１）PTAの任意参加および、共働き世代の親が参加しやすい形へ変更の必要性があると思います
こども真ん中を考えるにあたって、こどもをサポートする親の支援というのが大事になると思います。こども計画案にもあるように、
出産率の低下に対して、子ども１人を育てる中での親の経済的な負担のみならず、生活面での負担が、特に共働きの親にとって
非常に大きいと思います。また、昨今の２０～４０代の女性も多くが働いており、今度ますます、共働き世代が増えていくと思いま
す。市のこそだて支援に関しては、「共働きをする親への支援」を是非強化していただきたいです。
１－２）ＰＴＡの見守り活動が共働きに負担があるので、地域全体での「ながら見守り」活動へのシフトをしてほしいです
具体的に困難を感じているのは、小学校のPTAの活動です。まず、PTAは任意のボランティア活動かと思いますが、参加の意思
確認が行われずに、小学校加入とともに自動的に強制参加させられているのが実情です。こちらまずは、強制参加ではなく任意
参加の形にするべきと思います。PTAがもともと任意団体であるため行政の加入が難しいのかもしれませんが、こちらは公立小学
校の運営をサポートする親の団体ということで、実質的な公的な役割を担っていると思いますので、市が主導してPTAを強制参
加ではなく、任意参加のあるべき姿にしていくように指導してほしいです。
また、松井ケ丘小学校地区では、児童の登下校のみまもり活動をPTAの全校児童の親が主体的に行っております。そのため、１
年間に４～５回、学童に行かない１，２年生の児童の下校時間（１３時～１４時頃）に見守りポイントに立つ必要があります。これ
は、共働きの親の家庭には、自分の子どもは学童に行かせているのに、他のこどものために仕事を有休をとって休んで見守り活
動をするか、シルバー人材センターなどに自己負担（１回１５００円程度）で代理人を雇う必要があり、非常に重たい負担となって
います。
２年前までは地域の高齢者ボランティアの方が見守りポイントに立っていただいておりましたが、ボランティアの高齢化のため活
動が厳しいということで、親主体の活動にここ１，２年で変更になりました。ますます共働き世代が増えていく中、逆行していると思
います。市からの派遣の見守りボランティアは朝の時間帯に立っているため、下校時刻には費用面で難しいとのことでした。
おそらく、学童に行かない１，２年生だけの下校の見守り活動を行っていること自体に問題があると思いますが、「こどもの安全の
ためだから」と強制的に親の労働力を搾取するような今の体制は長く続けるのは難しいと思います。それに、「こどものため」と
言っていますが、学童に行く１，２年生が５０％程度おり、そちらの下校時刻にはＰＴＡ見守り活動は実施されておらず、また、３～
６年生の下校時間にもＰＴＡ見守り活動は実施されておらずに、こちらも「すべての子供たちに平等に安全に」守る活動というの
ができていない状況です。下校時間の見守り活動をＰＴＡの担当制（ほぼ毎日立つように配分されている）からやめて、国や市が
推奨している「ながら見守り」活動等、地域全体でのこどもの見守り活動を強化していってほしいです。
自分のこどもは今年６年生になるため、在学中にはおそらく変えていくのは難しいと思いますが、今度の働くお母さん、お父さん
たちが、安心して公立の小学校、中学校に子供を預けられるように、ＰＴＡはまずは任意参加の形にし、活動自体も共働き全体
の形の活動の形へ変えていくことを、市が指導する形で進めていってほしいと思います。

その他

ＰＴＡにつきましては、保護者と教員をつなぎ、こどものために学校だけではで
きない取組等を担っていただいている重要な組織と考えておりますが、時代と
ともにその役割の見直しも必要かと考えられます。過度の負担とならないよう保
護者の皆様とも検討してまいります。
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38-2

３）子供の遊び場が、学区内で少ない
学区内の公園等で、子どもが遊んでいる姿が少ないと感じています。公園などでも、ボール遊び禁止、
○○禁止、少し子ども達のにぎやかな声が出るとすぐに騒音として学校にクレームを入れる方たちが多
く、小学生の子供たちが、「思いっきり自由に遊べる場所」というのが、あまりないのではないかというのが
印象です。タナクロなどの大型公園施設も大事ですが、平日の放課後に子供たちが自分たちの徒歩圏
内で、毎日思いっきり外遊びができる場所がもっとあるとよいと思います。例えば、小学校の校庭などを解
放するなど、資産があると思いますので、ご検討いただければと思います。

参考

参考

街区公園等については、緑の基本計画等に基づき、地域住民の皆さんやこど
も・子育て当事者のご意見を聞きながら、地域にふさわしい街区公園等の再整
備を検討してまいります。

学校施設の開放につきましては、学校施設の管理や安全上の問題もございま
すので、すべてのご要望に対応することは難しいところです。この点について
は、ご理解を賜りたいと存じます。

38-3

４）職業体験や京田辺市に住んで働くことを教育の場につなげてはどうか
市の税制として、市民数が多くなる、また市内で働く人が増えることというのも大事と思います。
京田辺市は、大阪、京都、奈良へ３０分で通勤できる好立地だと思いますが、子ども達が大学卒業後、就
職した際に市から出ていってしまうことも多いのではないでしょうか。子供の教育の中で、職業体験や、京
田辺市で働くことのイメージができるような体験機会をもっと多く増やしていくのは、既に実施されているこ
ともあるようですが、もっと増やしていければと思いました。
私自身は、ＷＥＢ広告代理店の会社を起業して８期目です。足が悪くなってしまったので、外資系ＩＴ起
業から起業という道を選びましたが、全て在宅で仕事をしている状態です。今はこういった働き方もありま
すので、京田辺市で起業するなどの選択肢もあることを、子どもたちにも伝えていき、京田辺で起業する
子供たちが沢山増えてくれるといいなと思いました。

参考

今回の計画でも、こどもたちの視野を広げ、能力や可能性を最大限に伸ばし、
将来、社会で輝く力を培うため、地元の企業等と連携した職業体験等の事業も
計画しております。今後も、事業内容に検証を加えながら、ニーズに応じた取
組を実施してまいります。

38-4

５）小児科・耳鼻科が少ない
松井山手地区ですが、駅前に小児科が少なく感じます。
子供が高熱の時に内科にいったら、中学生以下はみていないと断られて、とても困りました。
子どもはよく風邪をひきますので、小児科、耳鼻科が歩いて行ける範囲の駅前もう少しあるといいなと思
います。

その他

　医療提供体制等については、「京都府保健医療計画」に基づいていることか
ら、京都府に対してその充実について要請しております。そのほか小児救急電
話相談「#８０００」の周知、地域の小児科医・歯科医・薬剤師などの協力を得て
休日応急診療所の運営や児童の健康診断・健康づくりなどに取り組んでおり
ます。今後も引き続き医療体制の充実について京都府に要望するとともに、地
域の医療機関との連携を深め、環境づくりに努めてまいります。

39
もっと、認定こども園という制度を増やしてほしい。
それとバスをもう少し増やしてほしいです。

趣旨記載

その他

認定こども園につきましては、京田辺市立幼稚園・保育所再編整備計画に基
づいて整備してまいります。

ご意見にあります路線バスの増便については、利用者の減少による運賃収入
の低下と深刻な運転士不足に直面する路線バス事業者からは実現困難と伺っ
ております。本市でも利用者の増加を図るため路線バス無料の日など様々な
施策に取り組んでおりますので、地域の公共交通を維持するためにも現状の
ダイヤと便数で積極的にご利用いただきたいと考えております。
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ご意見（原文のまま記載） 対応 ご意見に対する考え方

40 勉強とか長期滞在できるようなカフェや居場所を作って欲しい！ 参考

こども・若者の居場所づくりについては、ご意見にあるような点も含めて検討の
必要性を認識しており、今回の計画でも大住児童館のリニューアル事業で、こ
ども・若者を含む幅広い世代が安心して過ごせる場所となるよう検討する予定
です。今後もこども・若者の居場所づくりに当たっては、利用する皆さんの意見
を参考としてまいります。

41
大学もあるのでもう少し飲食店が増えたら良いなと思った。スタバやファストフード店など気軽に立ち寄れ
るような飲食店が欲しいです。

その他
飲食店等につきましては、出店される事業者の判断もあろうかと思いますが、
ご意見のような点は、にぎわいの創出や魅力のあるまちづくりを進める上で大
事な視点だと考えます。今後のまちづくり施策の参考とさせていただきます。

42
松井山手まで行かないと周りに娯楽施設がほとんど無いためもう少しショッピングモールや施設を作った
方が良いと思う。

その他

ショッピングモール等につきましては、出店される事業者の判断もあろうかと思
いますが、ご意見のような点は、にぎわいの創出や魅力のあるまちづくりを進め
る上で大事な視点だと考えます。今後のまちづくり施策の参考とさせていただ
きます。

43 同志社との提携が行われているが繋がりを感じる機会が少ない。 参考
同志社大学等との連携は包括協定を締結し、各種事業を実施しております
が、市民のみなさんにより知っていただくためには、どのように周知すれば効果
的か、引き続き検討してまいります。

44
大学生への食事支援や、体調不良時の支援があると助かるなと思います。大学から一人暮らしをしてい
る人が多いので、生活面や精神面をサポートしてくださると、暮らしやすいなと感じます。

参考

暮らしでお困りのことがある方には、市役所に、仕事と暮らしの相談室「ぷらす」
を設置しているほか、社会福祉協議会でも相談窓口を設置しているなど各種
支援につながるよう努めているところです。引き続き、相談窓口の周知に取り組
んでまいります。

45
同志社大学から興戸駅への指定通学路である歩道橋の階段を降りて田んぼに囲まれてる道の街灯が少
ないと感じます。冬になるとすぐ暗くなるので授業終わりなど怖いです。

参考
防犯灯の新設につきましては、予算等の兼ね合いもございますが、区・自治会
からの要望等に基づき、順次設置しているところです。引き続き、ご意見も参考
に防犯対策を進めてまいります。

46
大学生向けのカフェや食堂といった、落ち着いて自由に過ごせる憩いの場を作ってほしい。また、京田
辺市内のアルバイト情報を発信してほしい。

その他

参考

飲食店等につきましては、出店される事業者の判断もあろうかと思いますが、
ご意見のような点は、にぎわいの創出や魅力のあるまちづくりを進める上で大
事な視点だと考えます。今後のまちづくり施策の参考とさせていただきます。

職業紹介について、本市からは市の任用に係る職の募集のほかは直接企業
等の求人等の発信を行う予定はございませんが、ハローワークと連携し、相
談、就労支援などを行っており、今後も困窮世帯の生活・就労支援に努めてま
いります。
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47

青年期の世代での制度が少ないことから、大学生向けの設備などを整えてほしい。
おしゃれな建物、写真を撮りたいと思う箇所が少ない。インスタで有名な場所などひとつ話題性になるも
のを確立できれば強いのではないかと思った。
まず、大学生が遊べるような施設が少なくカラオケ店が欲しい。
大学近くにスタバの設置やカフェの設置、もっと学生の街化にしてほしい。大学生が多いが、興戸駅では
急行が止まらない。学生が社会人になる移り変わりでこの市は良かったと思える、卒業してからも住みた
いと思えるような街にして行くことが大事であると思った。

参考

その他

その他

ご意見にあるような点については、現代の魅力あるまちの一つの特徴であると
思います。まだお気づきいただけていない「映える」スポットも市内にはたくさん
あろうかと思いますので、市の魅力発信には努めてまいります。

飲食店等につきましては、出店される事業者の判断もあろうかと思いますが、
にぎわいの創出や魅力のあるまちづくりを進める上で大事な視点だと考えま
す。「住みたいと思える町」になるよう今後のまちづくり施策の参考とさせていた
だきます。

興戸駅の利便性向上については、これまでも鉄道事業者に輸送力の増強等
の要望を重ねておりますが、現在の乗降客数では急行の停車などは厳しいと
伺っております。

48
もう少しバスを増やして通園などを便利にするといいと思った
もう少し飲食店なども増やすのがいいと思った
高校生や大学生があそべるような施設もあるといいと思った

参考

その他

ご意見にあります路線バスの増便については、利用者の減少による運賃収入
の低下と深刻な運転士不足に直面する路線バス事業者からは実現困難と伺っ
ております。本市でも利用者の増加を図るため路線バス無料の日など様々な
施策に取り組んでおりますので、地域の公共交通を維持するためにも現状の
ダイヤと便数で積極的にご利用いただきたいと考えております。

飲食店等につきましては、出店される事業者の判断もあろうかと思いますが、
ご意見のような点は、にぎわいの創出や魅力のあるまちづくりを進める上で大
事な視点だと考えます。今後のまちづくり施策の参考とさせていただきます。

49
街の整備が昔に比べると進んでいると感じますが、未だ通学で利用する際に歩道がなく危ない道がある
と思います。小さい子や大学生などのこどものみならず、誰もが安心して通ることができる歩道の整備をし
て欲しいです。

参考
交通安全対策は重要と考えており、今回の計画でも交通安全施設の整備、充
実を進めていきたく考えております。啓発事業も含め、引き続き交通安全対策
の充実を進めてまいります。

50
初めての子育てに不安な親向けに、親同士のコミュニケーションを取れる場所の発信をすることで、子ど
も同士,親同士のコミュニティーを作ってもらう。

参考

ご意見にあるように子育て支援の支え合いのネットワークが広がることが重要と
考えています。本計画でも「ファミリー・サポート・センター事業の推進」や「育児
サークルの支援」などを通じてネットワークづくりを支援してまいります。
また、地域子育て支援拠点事業についての情報発信も引き続き積極的に実施
してまいります。

51

青年期の子どもへの支援政策を充実させることを提案します。学習塾へ通うことが困難な子どもや、夢を
叶えるのが経済的に難しい子どもへの支援(学習サポートボランティア、学習フリースペースの開設、キャ
リア教育プログラムなど)をするのはどうでしょうか？家庭の経済状況や両親の考えが子どもの将来へ影
響しやすいので、子どもが自分の進路は自分で自由に選択し、夢を実現できる支援を京田辺市で充実
していけたらと考えます。

趣旨記載
ご意見については、市としても取組が必要と考えてきたことから、学習環境が
整えにくいこどもを対象に「こども生活・学習支援事業」を実施してきましたが、
今後も、引き続き取り組んでまいります。
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52
祝日休日の保育園、幼稚園、学童などの開放を取り入れたら休日や祝日関係なく働いている親にとって
もありがたい政策なので取り入れたらもっといい街になると思います。

参考
休日、祝日の保育ニーズについては、これまでのところ大きいものと把握して
おりませんが、今後の動向については留意してまいりたいと考えております。

53

大学の周りに飲食店が少ないため、友達と気軽に入れるようなお店を増やして欲しい。
夜帰る時に道が暗く、1人で歩くには少し怖いなと感じることがあるため、街灯を増やして欲しい。
一人暮らしの友達から話を聞いていると、病気になった時に病院に行くのがお金の面でも、立地の面で
も大変そうだという印象があったため、一人暮らしの大学生に対する医療支援の制度を拡大して欲しい。
大学や進路についての悩みの相談にのってくれる案内などが小中高生に比べて圧倒的に少ないと感じ
る。1人で悩み大学に行けなくなってしまう学生などを減らすためにも、学生に対する精神的な支援制度
を拡大して欲しい。

その他

参考

参考

飲食店等につきましては、出店される事業者の判断もあろうかと思いますが、
ご意見のような点は、にぎわいの創出や魅力のあるまちづくりを進める上で大
事な視点だと考えます。今後のまちづくり施策の参考とさせていただきます。

　防犯灯の新設につきましては、予算等の兼ね合いもございますが、区・自治
会からの要望等に基づき、順次設置しているところです。引き続き、ご意見も参
考に防犯対策を進めてまいります。

　現在のところ、大学生に対する医療費助成等の医療支援の拡大の予定はあ
りませんが、暮らしなどでお困りのことがあれば、本市で設置している仕事と暮
らしの相談室「ぷらす」にご相談いただければ、各種支援につないでいけるか
と考えております。幅広く情報が届くよう相談窓口の周知に取り組んでまいりま
す。

54
京田辺の大学に通っていますが、さまざまな政策があるのを初めて知りました。もっと情報を広げるため
にポスター掲示を増やしたり、チラシ配布などをしたり、若者にはSNSでの発信を強めていくと良いと思い
ました。

趣旨記載
こども計画策定後の周知に当たっては、いただいたご意見を参考にしてまいり
ます。

55

京田辺市の魅力をもっと発信すれば、大学に学生を呼び込めるのではないかと思います。空き時間や帰
りに立ち寄れるカフェやお店の紹介をSNSを使ってすれば良いと思います。また、大学周辺に、地域の人
との交流を深められるカフェや、大学生向けの勉強スペースを作ると、京田辺に来たいと思う人が出てく
るのではないかと考えます。特に、同志社女子大学にはこども学科があり、実際に地域のこどもと触れ合
う機会があることで、経験を積むことができると思います。

参考

その他

参考

市の魅力発信については、充実していく必要があると認識しており、いただい
たご意見も参考に検討を深めてまいります。

飲食店等につきましては、出店される事業者の判断もあろうかと思いますが、
ご意見のような点は、にぎわいの創出や魅力のあるまちづくりを進める上で大
事な視点だと考えます。今後のまちづくり施策の参考とさせていただきます。

こども・若者の居場所づくりについては、ご意見にあるような点も含めて検討の
必要性を認識しており、今回の計画でも大住児童館のリニューアル事業で、幅
広い世代のこども・若者が安心して過ごせる場となるよう検討する予定です。今
後もこども・若者の居場所づくりに当たっては、利用するこども・若者の皆さんの
意見を参考としてまいります。
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56

大学の周りにカフェやご飯屋さん、コンビニなどがなく、大学後に京田辺で過ごそう、空きコマに近くでご
飯食べようとはならないので、若者向けのお店を作ってほしいです。
また、興戸に普通電車しか止まらないのも非常に不便なので改善して欲しいです。

その他

その他

飲食店等につきましては、出店される事業者の判断もあろうかと思いますが、
ご意見のような点は、にぎわいの創出や魅力のあるまちづくりを進める上で大
事な視点だと考えます。今後のまちづくり施策の参考とさせていただきます。

興戸駅の利便性向上については、これまでも鉄道事業者に輸送力の増強等
の要望を重ねておりますが、現在の乗降客数では急行の停車などは厳しいと
伺っております。

57

歩道や信号機がない道が多いと感じるので、歩道や信号機を増やしてほしいです。また、高齢者マーク
を貼ったドライバーが多く、特に歩道のない道を歩いていて怖いなと思うことが多いので、タクシーチケッ
トなどを配布したり、道路を広くしたりして事故が減るような取り組みがあるといいなと思います。またボー
ルが使える公園が増えると子どもたちものびのびと遊べると思います。

参考

参考

参考

交通安全対策はこども・子育て支援においても重要と考えております。交通信
号機の設置につきましては、所管の京都府田辺警察署に要望しており、今後
も必要な個所について要望をしてまいります。また、歩道を始め交通安全施設
の整備については、本計画にも計上しておりますが、啓発事業も含め、引き続
き交通安全対策の充実を図ってまいります。

高齢者へのタクシーチケット等の配布事業につきましては、高齢者支援に関す
る部門の計画等を策定する際に参考とさせていただきます。

ボールが使える公園につきましては、今後のこどもの居場所づくりや公園のリ・
デザインを計画する際に、参考とさせていただきます。

58

同志社行きのバスを(同志社生や同女生は無償化)にしてほしい。
防犯対策をしてほしい。(同志社女子大の寮やその付近で不審者の発見などが多く少し不安である。)
学生専用のカフェなど場所を作ってほしい。(夜遅くまで空いてる、Wi-Fiがある、充電できるなどの勉強
をすることに見合った場所を作ってほしい)
大学の営業時間をもう少し長くしてほしい。(同志社と同じくらい)

その他

その他

その他

大学生のみの運賃補助などは予定しておりませんので、大学への通学に関す
る項目については、通っておられる大学へご要望いただくようお願いします。

防犯灯の新設につきましては、区・自治会からの要望等に基づき、順次設置し
防犯対策を進めておりますが、市と同志社大学等は連携協定を結び、協議の
場を持っておりますので、大学周辺等の防犯対策についてのご要望は、大学
等を通じて要望いただければ、協議させていただきます。

学生専用のカフェや大学の運営に関する項目については、通っておられる大
学へご要望いただくようお願いします。

59
中学〜大学生までが通学で利用するため、近くの施設にプリクラ機をおいたりカフェ、洋服屋など娯楽の
施設を増やしたりする。

その他
飲食店等につきましては、出店される事業者の判断もあろうかと思いますが、
ご意見のような点は、にぎわいの創出や魅力のあるまちづくりを進める上で大
事な視点だと考えます。今後のまちづくり施策の参考とさせていただきます。
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60
青年期の学生への支援として、駅周辺の街灯設置の強化、学生とこどもたちとの連携協力を大学側のプ
ログラムに組み込んでより盛んにしていくことを提案します。

参考

参考

防犯灯の新設につきましては、予算等の兼ね合いもございますが、区・自治会
からの要望等に基づき、順次設置しているところです。引き続き、ご意見も参考
に防犯対策を進めてまいります。

同志社大学等とは連携協定を結び、これまでもこどもたちへの指導や体験活
動など多くの成果を挙げてきました。今後も継続して実施していく計画ですの
で、ご意見も参考とさせていただきます。

61

10代、20代の若い世代は、LINEやXよりも、インスタの使用時間が長いです。私の身の回りの方もそうで
す。良い子育て政策があっても、知る機会がなければ、そのまま使わずに子育てを終えてしまうと思いま
す。インスタなどをもっともっと活用して情報を若い世代の方々にも届けていくべきだと思います。

また、私は京田辺市の大学に通っていますが、周りに学生が集まれるような場所が少ないと感じていま
す。他の大学に通っている方は、近くに飲食店やショッピングモール、など、学生同士、または、地域の
方々とコミュニケーションを取れる場が充実していると感じます。京田辺市にもそんな場所がもう少しあれ
ばいいなと思います。

参考

その他

市の子育て支援の情報発信に当たっては、いただいたご意見を参考に充実し
てまいります。

飲食店等につきましては、出店される事業者の判断もあろうかと思いますが、
ご意見のような点は、にぎわいの創出や魅力のあるまちづくりを進める上で大
事な視点だと考えます。今後のまちづくり施策の参考とさせていただきます。

62
道路が狭くて歩くのが危険だと感じる。
勉強や休憩のためにカフェを利用したいが少ない。

参考

その他

道路の拡幅、歩道の設置については、可能な場所から順次進めております。
今後も、道路を始め交通安全施設の整備を進めてまいります。

飲食店等につきましては、出店される事業者の判断もあろうかと思いますが、
ご意見のような点は、にぎわいの創出や魅力のあるまちづくりを進める上で大
事な視点だと考えます。今後のまちづくり施策の参考とさせていただきます。

63 田辺中学校に行くまでの道が狭く、交通量も比較的多いため危ない。 参考
道路の拡幅、歩道の設置については、可能な場所から順次進めております。
今後も、道路を始め交通安全施設の整備を進めてまいります。
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64

おやつのねだんをもっと安くしてほしいです。

図書館に実験対けつのマンがとかをもっとふやしてほしいです。

電車にのる料金を中学生になっても小学生と同じ料金にしてほしいです。

学校の夏休みが１週間短くてもいいので、毎日５時間授業にしてほしいです。

その他

その他

その他

その他

お店でのおやつのねだんは、市役所では対応できないことなのですが、お店
で働く人のお給料や、お店を続けていくために必要な金額を考えて決められ
ていることも知ってもらえたらうれしいです。

図書館にふやしてほしい本は、リクエストすることができます。ぜひ、ご利用くだ
さい。

電車にのる料金は、鉄道会社が決めるので、市役所では決められないことで
すが、皆さんが払ってくれた電車賃によって電車の安全な運行が保たれたり、
鉄道会社で働く人達の暮らしを支えたりしているということも考えて、決められ
ていることを知ってもらえたらうれしいです。

学校の授業時間数については、1年間で行う基準があり、各学校では、その基
準に基づいて計画を立てているので、毎日5時間授業にすることは難しいと考
えます。しかし、基準は守りながらも、どうすれば、よりよい時間割になるか考え
ていきます。

65

計画案のページが長過ぎて最後までしっかり読み切れる人は限られた人だと思う。半分以下にまとめら
れたと思う。小中学校で不登校、不登校気味の生徒がどのクラスもひとりふたりいるようだ。その子ども達
に対するフォローは出来ているのかとても気になる。京田辺は多いと聞いているがそのことについても対
策や対応が書かれていない。野外イベントや広報の記者もいいが、それは外に出て来れる子どもや前向
きな感情を持っている子どもに限られるので、見た目にはいいかもしれないが本質の解決にはいたらな
いと思う。高校卒業から30歳までが対象の事業が無いと思う。将来の市の税収にも関わり急務の対応が
必要。
市立中学、学校に来れなくても授業が受けられる、テストが学外でも受けられる、単位が取れる仕組みは
ありますか？

参考

趣旨記載

ご意見をいただいたように、計画書の全体版は、こども・若者関係の施策・事業
を幅広く盛り込んでいることに加えて、各種調査結果の報告や、現状なども記
載しているため、大部となっております。この中でも、こちらが特にお伝えしたい
内容を計画書（概要版）として、またできるだけやさしい表現を用いた（やさしい
版）として併せて公表させていただいく予定ですので、ご一読いただければ幸
いです。

児童・生徒の不登校については、教育支援センターを中心に学校・関係機関
との連携を図りながら、社会的自立、学校復帰を目指して、個別最適な学び、
多様な学びの場を確保するとともに相談事業を実施し、学校においても教員
のほかスクールカウンセラー、まなび・生活アドバイザー等による教育相談体制
の充実を図り、不登校支援に努めております。ご意見も参考に今後も支援に努
めてまいります。

66
57〜61枚目の質問の答えの真ん中、「普通」とはどの様な定義でしょうか？
普通という答えはとても曖昧でアンケートの答えとしては合っていない様に思います。
「普通」が無いほうが良い様に感じました。

参考
ご意見をいただいたように、「普通」というのは明確に定義ができない表現です
ので、今後のアンケート調査における選択肢を設ける際には、本当にその選択
肢が適切かどうか、改めて検討いたします。
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67

・一時保育の時間拡大(現在17時までとなっていますが、仕事が17時までで迎えに行けない。そのため、
預けることができない。仕事ができない。という、悪循環です。ファミサポ利用を勧められましたが、費用面
や時間面で大変だったり、ファミサポさんが希望時間に見つからないといった問題もあり、一時保育の時
間拡大を希望します。)

・公立幼稚園の駐車場確保(現在、駐車場が無いとの理由で徒歩または自転車での送迎のみですが、
下の子が小さかったり雨の日など、特別な場合は使えるという駐車場が必要。とても困っています。)

・0,1,2歳児の保育料無償化(四人目以降でも、世帯収入によっては高額な保育料が必要で、保育施設
に預けることができない。ボーダーラインの世帯が苦しむ。市の補助で世帯収入によるラインをなくしてほ
しい)

・市登録の子育てサークル施設費無償化(来年度より、市登録の子育てサークルでも施設費が全額かか
るとのことで、現在は助成金などを駆使して参加者の負担をできるだけ軽減し、サークルリーダーはボラ
ンティアで活動している。そこに施設費がかかってくるとなると、リーダーの負担や参加者の負担も増え
る。施設費だけでなく冷暖房費もかかり、活動自体が危ぶまれています。)

参考

参考

参考

参考

一時保育事業については、事業を開始した頃と比べて利用される理由が変化
してきたことは認識しており、利用時間の延長のご要望があることは認識してお
りますが、人員の確保など課題も多く現状では難しい状況となっています。今
後も引き続き検討してまいります。

幼稚園の通園範囲については、小学校区と共通していることから、徒歩通園を
原則としているところです。いただいたご意見については、これまでもご要望が
あるところですが、利用条件の設定や近隣での用地の確保など難しい課題も
多く、今後の課題と考えています。

保育所保育料に関して、３歳児からの幼児教育の無償化に伴い、３歳未満の
負担の在り方については子育て支援の方法の中で議論のあるところです。本
市としては、予算上の制約がある中で、どういった子育て支援策を充実させて
いけるのか、ご意見も含めて検討を続けてまいります。

施設利用料については、持続的な施設運営のため減免基準等の見直しが行
われたもので、この点については市民の皆様のご理解を賜りたく考えておりま
すが、子育てサークルの支援については、どういった方法で充実していけるの
か引き続き検討してまいります。

68

○兄弟皆が遊べる屋内施設のを提供して欲しい。
→三兄弟(小学生・幼稚園児・2歳児)が同じ施設で遊べる施設が屋外の公園位しかない為、非常に家以
外での遊び場に困っています。気軽に遊びに行ける屋内施設を増やして欲しい。支援センター等も3歳
までにせず、最低でも未就学児はOKにしないと兄弟組の家族は遊びに行く場所に困ってるのが現状か
と思います。本当なら小学校2年生まではOKにして欲しいくらいです。

○託児施設の増加＆充足
→働いていない親でも、兄弟持ちの親は日々子育てに追われていて休む間が本当にないので、月に2
回位は小学生までの子どもを預けれるシステムを導入して欲しい。最低でも4時間は預けれないと、なん
のリフレッシュにもならないと思います。
兄弟の学校や幼稚園、保育園行事の関係で、下の子や上の子を預けたい時に、気軽に預ける託児施設
があれば、兄弟を連れて行事に参加した事によって、集中して我が子の発表の場や参観の姿を見ること
が出来なくて、周りにも迷惑をかけずに済むかと思いす。

一人っ子ならなんとかなる子育てや、働いている親に対する対策も大切ですが、働いていなくて4人兄弟
等兄弟組を持つ親の子育てのしやすい環境作りもしっかりと検討して対策していって貰わないと子育て
しにくくて大変です。

参考

参考

こどもたちの屋内型利用施設については、児童館の整備について検討を進め
ており、その一環として大住児童館のリニューアル事業を予定しております。今
後も整備について検討してまいります。
子育て支援センターの利用年齢等については、施設機能や体制の課題があり
ますが、ご意見については今後の検討の参考とさせていただきます。

現在、一時保育事業については、就学前の児童を対象に保育所内で実施し
ているところです。現在のところ、ご意見のとおり小学生（特に低学年）を対象
にした一時預かり事業はなく、現状の施策体系では難しく今後の検討課題と考
えております。
この点も含め、保護者の就労状況にかかわらず、多子世帯の子育て支援策に
ついても検討を深めてまいります。
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69
通学路の歩道の線や色が消えかかっている所が多いです。少しでも子どもの安全が確保できるよう、道
が狭い所など特にはっきりわかるよう塗り直してほしい。

参考 引き続き、通学・通園路の危険箇所の把握と改善対策を実施してまいります。

70

こども計画案とは関係ないかもしれませんが、最近思うことを記入させてもらいます。2人目子育て中で
す。2人目を育てていると、だんだん女性でいることが不利なのかなと感じることが多くなりました。子供を3
人産んだら学費は無料。女性の管理職を増やせ。でもあまり賃金は上がらない。出産、育児、仕事の両
立は当たり前。その中で家事もこなさないといけない。忙しすぎます。子育てしているからこその幸せはあ
ると思いますが、忙しい未来、格差が広がっていく未来を想像してしまいます。私だけなのか多数の女性
が感じていることか分かりませんが意見として書かせていただきました。

参考
子育て支援の充実に当たっては、家庭と仕事における男女共同参画の推進、
ワーク・ライフ・バランスの理解や促進が重要と考えておりますので、引き続き
啓発事業等に取り組んでまいります。

20／25
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71

今回の子ども計画（案）について、第５章－４　児童福祉法改正による新規三事業の量の見込みと確保
方策についてのご意見です。
今回の児童福祉法の法改正のもと、今回の京田辺市こども計画（案）を作成されていますが、」子育て世
帯への家事、育児支援が法的に整備されたというのも大きな進歩と思います。
京田辺市は「こんにちは赤ちゃん訪問」、助産師のアウトリーチが７回と充実していますが、今回の子ども
計画でさらに子育て環境を充実していくのに肝となるのは現行の母子保健法の下、行われてきた助産師
による相談事業に加えて、児童福祉法が改正され定められた『子育て世帯訪問支援事業』なのではない
でしょうか。
こちらの「子育て世帯訪問支援事業」には生活や子育て等を抱える子育て世帯、妊産婦、ヤングケア
ラー等がいる家庭を訪問し、傾聴に加えて、家事、養育の援助等を実施することで、家庭環境を整え、児
童虐待未然防止に努めるとあります。
核家族化で、実両親、義両親が仕事をしている、介護をしている、遠方にいるなど様々な理由で出産後
から誰も頼るところがない母親・ご夫婦も増えています。また、ここ数年のコロナの流行もこれに拍車をか
けました。私は産後のご家庭への支援事業【産後ドゥーラ】をしておりますが孤立しているお母さんが増え
てきていることを肌で感じています。家事をするだけならば、家事支援ヘルパー、育児支援だけならば、
ベビーシッターでも対応できますが、産後の悩みをじっくりお聴きして、産後の母親に寄り添い支援する
事業として、有償のボランティアに頼るのではなく、産前産後の母親、家族への支援について専門性を
身につけた支援員による新規事業になるよう大いに期待しております。
誰にも頼るところがないけれど、「皆がやっていることだから」と待ったなしの育児や押し寄せてくる家事に
必死で頑張る母親は、誰もが産後うつ、そして鬱の症状が出るとネグレクトなど虐待のリスクも上がってき
ます。虐待の芽は産後すぐから生まれるといわれています。産後家庭への訪問支援事業は産後うつ、幼
児虐待を予防するためにも必須の支援といえると思います。訪問支援員はスキルを持っていないとでき
ない事業です。

ｐ.141の（１）子育て世帯訪問支援事業の量の見込みについてですが、こども家庭庁から出ている算出方
法で出されたとされるこちらの数値には、ヤングケアラー及び虐待への対応に関する数字とお聞きしてお
ります。今までの母子保健法の下で行っていた事業が法改正に伴い、「子育て世帯訪問支援事業」の中
に妊産婦への支援が含まれているにもかかわらず妊娠中、産後の家庭への支援に対する数字が反映さ
れていないということについて疑問を持ちました。再検討をお願いしたいと思います。

参考

子育て世帯訪問支援事業については、生活や子育て等に不安を抱える子育
て世帯・妊産婦・ヤングケアラー等がいる家庭へ訪問し、不安や悩みの傾聴に
加え、子育てに関する情報提供や家事・養育の援助等を実施することで、家庭
環境を整え、児童虐待未然防止を図る目的で実施いたしますが、令和７年度
以降なるべく早い段階で事業の開始を検討しているところです。実施に当たっ
ては、ご意見にあるように支援内容の充実を目指してまいります。
ニーズ量の算定については、今回の計画書では国への報告義務の関係から
国のマニュアルに沿って、本市におけるニーズ量を見込みましたが、事業開始
後の実績等に応じて随時見直す予定としておりますので、今回いただいたご
意見は、制度の詳細設計の際の参考とさせていただきます。
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72

子育て支援に関して、妊婦の時期から子どもが成人するまで切れ目ない支援が本当に必要だと感じて
います。具体的には、妊婦の時期からの精神的ケアです。初産のかたに限らず、妊娠や出産、その後の
生活身体だけでなく精神面の負担もかなり大きいと思います。近くに頼れる親戚がいない方も沢山いま
す。そういった中で、他人だけど他人じゃない、妊婦の時から落ち着くまで同じ方にいつでも頼れる状態
を作って欲しいと思います。そういった支援が多くの人に知られ、具体的に使うことができないと意味がな
いと思います。もう少し母親の精神面にクローズアップした支援内容を策定していただきたいです。

もう１点は、学童の問題です。入所希望者を受け入れるだけの施設が無いことはもちろん問題ですが、入
所申し込みの要件についても問題があると思います。例えば下の子が保育園で上の子が小学生になる
場合。４月に保育所入所だと、しばらくは慣らし保育で半日しか預かってもらえない、その為就労の調整
が必要、そうなったときに４月１日から復帰とはなかなか難しいので、4月後半からの復帰。そうすると学童
の申し込みができない場合があります。この部分をもう少し問題として柔軟に対応していただきたいと思
います。
資料の通り、復職したい方は沢山いても、できない、遅らせざるを得ない現状をもう少し考慮していただき
たいと思います。

参考

参考

助産師による訪問等を行う「産前・産後サポート事業」及び「産後ケア事業」
や、初めての赤ちゃんと母親が対象のベビープログラム・２人目以降のきょうだ
いと母親が対象のベビープログラム２などを通じた妊娠期から切れ目のない支
援、また、地区担当保健師による寄り添った支援に引き続き取り組むとともに、
地域子育て支援拠点や児童館等での相談事業を充実してまいります。
また、必要な人に届くよう、情報発信を強化してまいります。

いただいたご意見は、今後、留守家庭児童会の施設の整備や受入人数、入所
申込要件等について検討する際に参考としてまいります。

73

（読み落としているならすみませんが）
子どもが安全に登下校できる環境整備も進めてほしい　舗道もなくかなり危ない箇所があります

あと、学童保育の時間延長は検討事項にはありませんでしょうか
就学すると、働き方を変えないといけない保護者が多いです

病児保育は利用させていただいたことあり、大変ありがたかったですが、利用できる施設がもう少しアクセ
スいい場所にできるとありがたいです（駅近）

参考

参考

参考

引き続き、通学・通園路の危険箇所の把握と改善対策を実施してまいります。

留守家庭児童会の充実につきましては、市としても課題として認識しており、今
回の計画でも、ニーズを踏まえて、施設整備や民間委託等の検討のほか、開
所時間の延長についても検討を進めることとしております。

病児・病後児保育事業については、当面新規の開設予定はありませんが、ご
意見につきましては今後の参考させていただきます。

74

保育所へ１人目の子どもを預けています。数字的には保育所の需要数より供給数が上回っている計算で
すが、利便性や２人目の子どもが必ずしも１人目の子どもと同じ場所に預けられるのか不安です。仕事へ
行く時や悪天候の日のことを考えると、なるべく希望の保育所に入れるようにしてもらいたいです。
２人目の子どもの妊娠を検討しているところです。

参考

保育所の入所に当たっては、可能な限りごきょうだいで同じ施設をご利用いた
だけるよう調整をしておりますが、今後も不安なくご利用いただけるよう、ご意見
については、京田辺市立幼稚園・保育所再編整備計画の中でも、各施設の定
員を検討する際の参考とさせていただきます。
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75

①やさしい版Ⅰー⑵　心身を健やかに育む環境の充実
→『保育や教育の内容の充実』とあるが、教育＝小学校の先取りをすることと捉える方が多い現状があります。市が
目指すものが「こども大綱」にある通り、”こどもの発達にとって重要な遊びを通した質の高い幼児教育・保育を保障
(p.26)”なのであれば、やさしい版にも遊びを通した学びと分かるように明記する必要があると思います。
同じく「こども大綱」には、”こどもの誕生前から幼児期までは、こどもの将来にわたるウェルビーイングの基礎を培い、
人生の確かなスタートを切るための最も重要な時期であるとともに、この時期への社会的投資が次代の社会の在り方
を大きく左右するため、社会全体にとっても極めて重要な時期である。（p.24)”とあります。人格形成の基礎を築く幼
児期の教育に力を入れて頂くことに期待しています。
公立幼稚園・保育所の再編計画がありますが、質の高い保育の提供に公立幼稚園の果たす役割はとても大きいと
感じています。

②やさしい版Ⅲー⑴地域における子育て支援の推進
→全体を通して遊びの重要性を読み取ることができませんでした。子育てをする立場として、公園を自由に使えない
場面があり残念に思うことがあります。利用するこちらのマナーに問題があることもありますが、公園にいるだけで否
定されるようなこともあります。
「こどもの育ちにとって遊びが大切である」と市が発信する必要もあるのではないでしょうか？子育て当事者、地域住
民、双方に働きかけることが必要と思います。こどもの遊びの保障がされることを期待します。

③素案p.126　施策の方向⑴　地域における子育て支援の推進
→「幼稚園や保育所（園）も地域の子育ての場となるよう、園庭開放や育児講座などを開催」とありますが、p.128の実
施事業には「保育所（園）地域活動事業」となり幼稚園の記載がありません。幼稚園においても積極的に園庭開放や
育児講座の実施があると嬉しいです。特に公立幼稚園は校区に１つという特色から、地域の子育て仲間作りの場と
してありがたく利用させてもらいました。

④素案p.126　施策の方向⑴　地域における子育て支援の推進
→「育児サークルの活動を支援」とあり、実施事業にも「活動場所の提供」とありますが、４月より文化施設減免が今ま
での10割から５割になると聞きました。育児サークルは市に登録しており、まさに地域における子育てに関わってい
るので、見直しの対象となったことに驚きました。
リニューアル後の大住ふれあいセンターでも同じ運用となるのでしょうか？
また、自治会の公民館を利用する際にも利用料の補助がなく残念に思っています。
大住ふれあいセンターができたとしても、松井山手の人は徒歩範囲に借りることのできる公共施設がありません。

参考

参考

参考

参考

①ご指摘の幼児教育の趣旨については、幼稚園教育要領や保育指針にも明
記され、本市でも各施設でそれを基本に教育・保育を進めているところですの
で、今後もその取組を深めてまいります。やさしい版へのご指摘については、
改定の際に検討してまいります。

②公園の再整備に当たっては、地域の住民やこども・子育て当事者の意見を
取り入れて進めてまいりますが、本計画では、こども・若者が権利の主体である
ことの普及啓発事業や地域社会全体でこどもを見守り、成長を支える事業など
を計画し、それにより市民がつながり、地域社会全体の幸福につながることを
目指しています。公園整備を始めこの計画に込めた思いがすべての人に伝わ
るように周知に努めてまいります。

③本計画では、認定こども園も含めて各就学前施設において、地域における
子育て支援を進めていく計画をしております。ご意見については、その実施の
際に参考にさせていただきます。

④施設利用料については、持続的な施設運営のため減免基準等の見直しが
行われたもので、この点については市民の皆様のご理解を賜りたく考えており
ますが、子育てサークルの支援については、どういった方法で充実していける
のか引き続き検討してまいります。子育て支援関係の施設整備については、利
用圏域に関することも含め引き続き検討してまいります。
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76

内容自体に特に異論はございませんが、体育やスポーツの面の計画を実現するために必要なインフラ
が整っていないと思われるので、その部分について踏み込んだ議論をしてほしいです、特に田辺中学校
は教室の確保のために、元々広いとはいえないぐらいグラウンドが、ますますは狭くなっている状態、薪
小学校についても、元々広いグラウンドがせまくなっている状態と、自身が子どもの頃と比較して、環境は
非常に悪くなっていると思っています。それ以外の部分は私の子どもの頃と比較して環境が年々良くなっ
ていると思う一方で、なぜや体育やスポーツの面がここまでひどい状態になっているのか非常に残念に
感じています。今通っている生徒や児童がかわいそうで仕方ありません。子供人口増加する一方で、
ピークを過ぎてからのことを考えると小学校や中学校を新設はできないという判断であったかもしれませ
んが、ピーク後の施設活用方法まで見据えた出口戦略まで考えていれば、このようなことは行っていな
かったと考えています。今、娘が7歳と4歳でいずれは田辺中学校に入学すると考えると、正直なところ不
安です。あとは広い公園が少ないというなんとかならないかと思っています。
悪い部分ばかり記載しましたが、全体的に良くなっているとは思っています。今年は新しい動きとして
プールの授業をKSC田辺に委託する等、将来に向けたトライアルや新しい公園を新設するなど良い動き
があると思っていますので、本計画が着実に実行できるため環境づくりに期待しています。

参考

現在のところ、各中学校の運動場の面積は中学校設置基準を上回っておりま
すが、教育活動や部活動において必要がある場合には、周辺のグランド等を
利用できるよう調整しているところです。
ご意見の「広い公園」の整備については、用地の確保等課題が多くあります
が、整備計画の参考とさせていただきます。
評価をいただいた水泳の授業や新しい公園等を始め、スポーツに継続して親
しむ環境を整備するための取組には引き続き取り組んでまいります。

77

①こどもの居場所づくり事業について、新田辺駅周辺にもミライロのような場所が必要だと思う。
静かに勉強できる自習室が設置されていることが理想で、静かに勉強できるスペースと、雑談したりでき
るスペースがゾーニングされていると良い。ミライロのように夜10時まで開いていてほしい。
②中学校の図書室をいつでも使えるように開けていてもらいたい。本を借りたくても開いていないことが多
い。人気のある本や話題の本を入れたりするなど内容も充実させる必要があると思う。本を読むことは人
生を豊かにするので、生徒全体の幸せにもつながる。そこで放課後に勉強もできたら京田辺の生徒全体
の学力向上につながると思う。
③小学校の体育館や図書室を放課後に開放して生徒たちがみんなで宿題をできるようにしてほしい。
④中央図書館の2階の部屋を自習スペースとして開放して欲しい。図書館で勉強できるようにして欲し
い。

参考

参考

参考

参考

①こどもの居場所づくりに関しては、児童館等の整備を進める中で各室の用途
などを検討してまいりますが、ご意見の自習室やゾーニングなども参考とさせて
いただきます。なお、開館時間については、施設を管理する人員体制や利用
者の対象年齢との関係も含めて検討してまいります。

②中学校の図書室をいつでも利用できるようにすることは、施設の管理上難し
いですが、図書の充実については、計画的に進めてまいりますので、各中学
校にご要望をお寄せください。

③小学校の体育館等の放課後の開放については、施設の管理上難しいところ
です。

④図書館２階の会議室につきましては、会議や図書館での事業等に活用して
おります。図書館の書籍等を活用しての自習は、１階のレファレンスコーナーを
ご利用いただければと思います。なお、自習スペース等については、①にもあ
りますように、今後のこどもの居場所づくりの検討の際の参考とさせていただき
ます。
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78

①小学校の学童の条件が厳しく入れない方が多いと聞く。枚方市はきちんとした学童と、軽めの学童が
選べて、軽めの学童は多人数に対して見守りの大人が少なく、子どもたちが自由に過ごせるので楽しい
と聞く。京田辺でもぜひ取り入れてはどうか。

②市政に子どもや若者の意見を取り入れる意見聴取の方法について、積極的に意見聴取し反映させて
いくことが重要だと感じているが、アンケートやパブリックコメントだけでなく、直接話を聞くこども会議等を
定期的に開催することが必要だと思う。その場合、安心して活発な意見を出せるように、こども若者への
配慮ができるファシリテーターがきちんと進めることが重要だと思う。

③親としては、地域に子どもが安心して遊びにいける場所があると有難い。学校や公民館等、雨の日で
も宿題を持ち寄って遊べる場所をたくさん設けて欲しい。

参考

趣旨記載
・参考

参考

①留守家庭児童会の充実につきましては、市としても課題として認識しており、
今回の計画でも、ニーズを踏まえて、施設整備や民間委託等の検討を進める
こととしております。いただいたご意見も検討の中で参考とさせていただきま
す。

②ご意見については、本計画でも重要と考えており、第６章１で取り上げており
ます。ファシリテーターの存在も重要と考えますので、こども・若者の意見を聴く
場を設ける場合には、適切に対応してまいります。

③こどもの居場所づくりについては、小学校で放課後子ども教室を実施してい
るほか、児童館の整備、地域の公民館開放など各方面での実施方策を検討し
ています。各施設の管理運営上の課題もあろうかと思いますが、ご意見も参考
に検討を深めてまいります。
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